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1 はじめに

本稿は2001年秋期の国際私法学会におけるシンポジウム「『民事及び商事に

関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約案』の検討Jにおける筆者の報告

を基にしている。シンポジウムの関心の一つは，「ヨーロッパ法の視点からJと

いう副題が示すように，ハーグ条約プロジェクトが直面している問題の中でも，

特に米欧聞の対立問題にあった。本稿も条約準備草案における個別管轄規定に

表れた米欧の対立点について，主としてプリユツセル・ルガノ条約を典型とす

るヨーロッパ型管轄法の視点から分析と，その解決・調整につき検討を試みる

ものである(1）。

この条約審議が直面している対立点は幅広く多様であるが，条約案の策定作

業に関わってこられた道垣内教授は主要な対立点として5点を挙げておられる

(2）。その中で特に米欧聞の対立が著しい裁判管轄問題として，契約事件及び不

法行為事件の裁判管轄につき米国型のacti叫tybased管轄の考え方による修正

を加えるか否か，及び，米国のdo凪gbusinessに基づく一般管轄をプラック・

リスト管轄とするか否かが挙げられでいる。個別の裁判管轄規定をめぐるヨー

ロッパと米国との対立のアウトラインは， 1999年 10月に公表された準備草案

（以下， I卿年10月準備草案）と， 2001年6月の外交会議における審議の結果
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をまとめた審議要約（2001年審議要約）において公表された新たな準備草案（以

下， 2001年6月案）の対比の中に浮かび上がる。概ねヨーロッパ型管轄Jレール案

が原案となり米国型ルール案がそれを修正する対案となっている。

この条約プロジェクトの行方を現時点で占う術はないが，見解の対立する部

分を除外し合意できる範囲に縮小した条約とする提案も有力なようである（3）。

縮小条約にどれほどの実効的な意味があるのかには疑問もあるが，米欧聞の裁

判管轄ルールの違いを克服し妥協に達し得るかも予断を許さないようである

(4）。しかし，この条約案のための長く曲折を重ねた審議により，米国型

j町isdictionとヨーロッパ型国際裁判管轄との違いは，その外形上の相違以上に

根深いという認識を双方が深める機会となったことは確かである。相互の違い

の正確な認識こそが調整への第一歩に他ならないのであり，今後の外交会議で

の審議努力に期待したい。同時に，ヨーロッパ型の土地管轄システムを基礎と

し：米国流の「特段の事情J考慮による調整を加えた一種の融合型とも見える，

わが国の国際裁判管轄の法実務について反省を迫る側面もあると思われる。

以下では，先ず2において，両管轄システムの違いが明確に表れる契約の裁

判管轄，不法行為の裁判管轄，支店所在に基づく裁判管轄の各規定案について，

米欧の管轄ルール化の相違と具体的な対立点を分析し，両者を調整し得る条約

規定案を検討する。次に3において，検討した個別管轄規定に関する分析と調

整を全体としての条約システムの機能の視点から検討をし，又， activitybased 

管轄と claimbased管轄という対比概念についても考えてみたい。最後に4に

おいて，これらの検討から考えるべきわが国の国際裁判管轄法に対する立法論

的及び解釈論的な示唆について付言したい。

2 米国型裁判管轄システムとヨーロッパ型管轄システム

の違いと条約規定化

2-1 両管轄システムの基本構成の遣い

米国型j凹isdiction< 5 ＞とヨーロッパ型裁判管轄とは，例えば国際法上の裁判権

免除の問題も一つの概念に包括する米国型に対して，裁判権と国際裁判管轄権

というこつの概念に区別するヨーロッパ型というように，概念の基本が既に異
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なっていることは従来から認識されていた。管轄存否判断の基準となる具体的

な管轄ルールに関しでも両者は大きく異なる。

ヨーロッパ型システムにおいては，裁判管轄の判断基準に関して，被告の住

所地（常居所地）固に原則的な一般的管轄を認め，いわばその例外として，特

定の事件類型に応じた具体的な管轄原因に基づく特別裁判籍のカタログを制定

規定として明らかにし，その各規定上の管轄要件を充足するかという法規の適

用判断により管轄の存否を決するという方法を採る。その管轄の判断方法の特

徴は制定法規の解釈の範囲を越える裁量判断への嫌忌にあるといえる。明確な

基準と高い予測可能性により行為準則としても信頼性の高い管轄ルールを確立

することで，国際民事訴訟における無用な管轄争いの解消を図ろうとしている

といえる。

これと対比的にいえば，米国型システムの特徴は，対人管轄の判断基準に関

しては，法廷地の裁判権行使を正当化し得る関連性と憲法上の正当手続保証の

二つを核とした裁判所の幅広い利益衡量判断にある。その判断は，利益衡量の

基本的な基準概念は明らかにされてはいるが規範の解釈適用の手法ではなく，

核となる基本観念への衡量的な妥当判断というべきである。そのルールの概要

は次のように要約することができる。

対人管轄という基本観念から，被告が裁判所に自発的に服従した場合を除き，

法廷地管轄領域内に被告の住所又は所在（presence）が見出される場合に，その

被告に対して裁判管轄権を行使することができることを基本とする（6）。そこ

から管轄領域内で被告に呼出令状が送達できる場合にはそれのみで被告に対し

あらゆる訴訟について一般的管轄が認められる（7）。しかし，法廷地領域内に被

告の物理的presenceがなく令状を域外で送達する他ない場合でも，法廷地と被

告との聞にその地で訴訟を実施しでも法の正当手続を保証するに足りる最小限

の関連（剖剖mumcontacts）があれば， presenceの擬制を観念して，対人管轄を

肯定する方向で拡張される。その場合，法廷地とのm恒加m con恥 :tsがpres-

enceを一般的に擬制し得るほど強固，即ち「継続的且つ実質的（con出 uo出血d

subsぬn臥 1）」（8）であれば，一般管轄権が肯定される。しかし，それほど強固で

はない場合でも，被告が法廷地とのm加卸mmcontactsを意図的に作出し，訴え
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による請求がその contactsと直接に関連しており，且つ，そこで裁判をなすべ

き相当性が認められるのであれば，その関連に基づく訴えについて対人管轄が

肯定される（spec盟cjur包diction)< 9 ＞。更に，これらのいずれの場合でも，被告の

forum non conveniens （以下ではfncと略称）の抗弁に基づき，他にもっと便宜

な法廷地国があることが明らかな場合には，管轄権を裁量的に行使しないとい

う判断をする余地を認めている。

この簡単な対比からも両者の管轄ルールに関する違いは構造的で幅広いこと

が知られる。ハーグ裁判管轄・外国判決条約プロジェクトは，このように違い

の大きい米欧の管轄制度の聞で共通の管轄Jレールを設定し，外国での承認・執

行の予測可能性を高め，又，判決の国際的な通用性を高める条約システムを機

能させようとしているのである。そこには米欧の制度聞の調整が可能であり，

共通した管轄ルールに結晶させ得るとの認識が出発点になければならない筈で

ある。ヨーロッパ型を claimbased管轄，米国型を activitybased管轄として対

比する最近よく用いられる視点も，その調整点を見出そうとする努力の一つの

表れといえる。そこで，以下ではこの対比を軸として契約の裁判管轄（6条），

不法行為地の裁判管轄（10条），支店所在に基づく裁判管轄（9条）と doingbusi-

ness管轄 (18条）における対立の具体的な状況の概観と分析を，各規定につき

ヨーロッパ型の原案，米国型管轄による対案，両者の対比と調整可能性の検討

という順序で試みる。

2-2 契約の裁判管轄（6粂）

2001年6月外交会議の審議要約における契約の裁判管轄の規定案は次のよ

うになっている（10）。

6条 契約

選択肢A

1 ［第7条及び第8条の規定に従うことを条件として，］原告は，次の場

合には，当該国の裁判所に契約に関する訴えを提起することができる。

ただし，その請求がその活動に関係している契約に基づくもので［あり，
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かつ，その固と被告との全体としての関係が被告をその固での訴訟に服

させることを合理的なものとするもので］ある場合に限る。

a ）当該国において被告が頻繁（frequent)［かつ］［又は］重大な（噂曲cant)

活動をした場合

[b）当該国に向けて被告が頻繁［かっ］［又は］重大な活動をした場合］

［第1案

2 前項の適用上，「活動Jとは次のいずれか又はその組み合わせをいう。

a）その種の契約の締結のための被告の商業的又は専門的な事業の［継続

的かつ重大な］促進（promotion)

b）その種の契約の交渉のための被告の継続的な（re似釘orextended）所

在。ただし，その契約の少なくとも一部がその国で履行された場合に限

る。［この号における履行とは，金銭貸借又は通貨の売買契約の場合を

除き，非金銭的な履行［のみ］をいう。］

c）物又はサーピスの全部又は重大な部分の供給による契約の履行］

［第2案

前項の適用上，「活動」とは，特に，契約の促進，交渉及び履行を含む。］

[3 前二項の規定は，被告がその固で契約を締結し又は契約を履行する

ことを避ける

合理的な措置をとっていた場合には適用しない。］

選択肢B

原告は，次の国の裁判所に契約に関する訴えを提起することができる。

a ）物の引渡しに関する事項については，当該物が全部又は一部引き渡さ

れた国

b）サーピスの提供に関する事項については，当該サーピスが全部又は一

部提供された国

c）物の引渡し及びサーピスの提供の双方に関連する事項については，主

要な義務の履

行の全部又は一部がされた国
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先ず選択肢Aと選択肢Bに分かれているが，選択肢Aが2001年6月案におい

て新たに付された対案である。選択肢Aは更に第 l案，第2案に分けられるが，

いずれも米国型のactivitybased管轄によるルール化であり，第1案がヨーロッ

パ流に管轄原因を具体的な構成要件として規定化しようとするのに対し，第2

案は米国流の構成手法によるものといえる。選択肢Bが原案に相当する 1999

年10月準備草案の規定で，ヨーロッパ型の履行地の管轄としてのルール化であ

る。

2-2-1 選択肢Bはヨーロッパ大陸法に伝統的な契約の裁判籍（forum

con回 .ctus）を受け継いでいる。プリユツセル条約5条1号は「請求の基礎と

なっている義務が履行された地又は履行されるべき地」とし，その履行地はド

イツ民事訴訟法の伝統的な解釈と同じく実体的な履行地と解されてきた。その

ため履行地が契約上明示的に合意されていない場合は，契約準拠法により履行

地が定まることになり，何を履行と解すべきかという準拠法解釈の問題を抱え，

又，従来から準拠実体法が持参債務を原則とするか取立て債務を原則とするか

により大きな違いを生じる不合理も指摘されていた。一つの契約において複数

の履行義務が約定されている場合の処理にも困難な法問題を抱えていた（11)0 

このプリユツセル条約5条1項は2（削年のEU裁判管轄規則（プリュッセル

I規則）においては次のように改正されている (12）。

「a 契約事件においては，請求の基礎となっている義務が履行された地又は

履行されるべき地の裁判所。

b 本規定の適用においては，別段の合意がない限り，請求の基礎となって

いる義務の履行地とは，以下の地をいう。

一物の売買については，契約に基づいて，その物が引き渡されたか，引き

渡されるべきであった構成国の地

一役務の提供については，契約に基づいて，その役務が提供されたか，提

供されるべきであった構成国の地

c 第a号は，第b号が適用されない場合に，適用される 0 ..・・・・J

物の引渡しと役務の提供を内容とする類型の契約に関しては，履行地の確定

に際して，何が履行に当たるかという準拠法上の履行解釈の問題を回避し，事
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実の認定問題とすることで混乱の解消を図っている。同時に，特徴的給付に注

目することで単なる対価としての金銭支払地を管轄から排除する趣旨も明らか

にしている。

ハーグ条約準備草案の選択肢Bは，さらに明確化を進めて，物の引渡かサー

ヴイスの提供を目的とする契約に限定した上(13），「履行されるべきであった場

所Jも除外している。契約準拠法により法定履行地が異なり，履行概念にも違

いがある等のために生じる不明確と予測困難を避け，基準としての一義的な明

確性を重視した規定化と評することができょう。債務者の履行行為が一部でも

なされたことを要件とした点ではactivitybased管轄の色彩が加わったともい

える。

Schackは，ハーグ条約準備草案に関する論文において，契約の裁判管轄とし

ての履行地の管轄を，当事者が契約締結の段階で予測し得る唯一の特別裁判籍

であること，契約締結地と比べた場合，安定性と明確さに優れていることを強

調している刷。債権者である原告の利益から無視し得ない価値を有するとし

て，被告債務者の利益を基礎とする被告住所地原則に対置させている。その上

で，この管轄としての利点を活かす視点から，履行地管轄の制度目的を履行地

での履行強制と解する必要はないとして，履行地管轄の制度的根拠付けを実体

的履行地と切り離し，訴訟法的な合目的性から根拠付けられるべきであるとし

ている(15）。

このように選択肢Bにはプリュッセル条約下での義務履行地管轄の経験が投

影されている。そこに表れているメッセージは契約裁判籍の適用範囲を狭めて

でも管轄ルールとしての明確性と安定性を確保することであるといってよい。

2-2-2 選択肢Aは契約の裁判管轄を，ヨーロッパ流の履行地管轄では

なく，米国流のactivitybased管轄として構成した対案である。被告が法廷地圏

内において（又は，向けて）頻繁且つ重要な活動を行い，且つ，訴訟がその活動

に直接関係した契約に基づくことを管轄の要件とする構成であり，契約訴訟に

関する specificjurisdictionの考え方に基づくルール化である。選択肢Aの第l

案が管轄要件としての「額繁且つ重要な活動」を，法廷地国において， a）契約

締結に向けたpromotion（促進）が図られた場合か， b）契約交渉のため継続的
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に所在し且つその契約の履行の一部がその国でなされた場合か， c）物又はサー

ヴイスの供給により契約の全部若しくは重要な部分の履行がなされた場合の，

少なくとも一つに該当する場合と定義付けるのに対して，第2案は要件として

の「頻繁且つ重要な活動」を限定せずに契約の promotion，交渉，履行と例示

する規定方法を採っている。

米国の specificjurisdictionの考え方によれば，管轄原因としての被告の「頻

繁且つ重要な活動」とは，契約の締結とか履行といった契約との密接関連性を

象徴する単一の事象ではなく，契約の誘因となる被告の法廷地における活動も

含め，法廷地の法制度を含む社会制度を契約に関して意図的利用したと評価さ

れる総体としての行為（いわゆる purp田 efulava血mint）を指すものと解される。

従って，選択肢Aの第l案はこれを無理にヨーロッパ・スタイルの管轄ルール

化したものといえ，第2案の方こそが本来の米国型といえよう。

2-2-3 両者を対比して気付くのはルール化によって目指す方向が逆向

きと思われることである。ヨーロッパ型の選択肢Bは，契約の裁判管轄の範囲

を物又はサーヴイスの供給を目的とする契約で且つ履行の一部が既になされて

いる場合に限定している。これに対して米国型の選択肢Aはそれを含む契約事

件一般を包括する管轄Jレールを規定化しようとしている。ヨーロッパ型が管轄

原因の明確性と安定性を重視し，管轄の原因を履行一般から更に絞る方向を採

るのに対して，米国型は履行のような特定の行為に限らず，契約に関連し生起

する事象を総合的，弾力的に評価する方向をとっている。

米国型では履行は管轄の原因事由のーっとされている。ヨーロッパ型（選択

肢B）の規定する物又はサーヴィスの提供を目的とした契約の履行行為が法廷

地で行われた場合，選択肢Aの下でも管轄が肯定される可能性は高い。管轄原

因を履行に限るヨーロッパ型に対し，それ以外に契約締結，及び，締結に導い

た誘因的な行為をも考慮対象に加える米国型は一部と全体の関係と見得るかも

知れない。その視点からは，両者の重なる範囲，即ち選択肢Bの範囲でのみ契

約の裁判管轄を規定化することに，米国が妥協できない理由はなさそうに思わ

れる。米国型の選択肢Aが規定するそれを越えた範囲の管轄は，請求が契約か

ら生じている限りは18条2項eのプラックリスト管轄には該当しないので，グ
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レイリスト管轄として締約国の圏内法に基づき承認されることになろう刷。

これに対して，次のような背景を考慮する別の視点があり得る。米国判例は

もともと「対人管轄権を『機械的な』審査や『契約締結地や履行地等の概念的

理論』に変容させる考え方を拒絶してきたJのであり (17），契約の裁判管轄とい

う観念自体を欠いている。州内居住者と非居住者聞の契約それ自体は，「居住

者が提起する契約違反の訴訟において居住者州の裁判所に非居住者に対する管

轄権を与えるのに充分ではない」とされている(18）。「高度に現実的なアプロー

チでは」，契約は「先行したビジネス交渉をそれこそがビジネス活動の真の目的

である将来における結果に結びつける中間的ステップに過ぎず」，むしろ契約

の条件や当事者の実際の処理等に即して現れる先行した交渉とか企図された将

来の結果という要素こそが，被告に法廷地との意図的な m担加uncontactsがあ

るか否かの判断評価の対象となる(19）。このようなコンテクストからは選択肢

Aは履行地であること自体に基づき一律に管轄を認める趣旨は含まないと解さ

れるであろう。この米国型ルール案の中核をなすのは，被告をその法廷地での

裁判に服させる義務付け（Gerichtpflichtigkeit）を正当化するだけの当該契約に関

する関連程度であり，契約の promotionも締結交渉も履行もそれを測るための

一つの要素と考えるべきであろう。しかも，これらはいずれも要件事実の存否

判断という事実レベルの問題のように見えるが，実際には諸事情を包括して管

轄を肯定し得る程度か否かという評価判断に他ならない。法廷地における被告

の履行行為はそこでも注目すべきー要素とはされるが，それのみにより管轄を

肯定するシステムとは制度が基本的に異なるということができる。

従って，基本的には選択肢Bを採用しそれに被告が履行地固において契約に

関連した頻繁Eつ重要な活動をしたことを要件として付加した規定を起草すれ

ば，いずれの立場からも受容可能と思われる。これをホワイトリスト管轄とし，

選択肢A及びBの規定するこれを越える場合はこれまで同様に締約国の国内法

に基づき承認・執行されるグレイリスト管轄とする調整は可能であろう。しか

し，これが条約システム全体としての視点からどのように評価されるかは別の

問題である。少なくとも，契約の管轄の適用対象範囲を両管轄システムが共に

肯定し得る重複部分に限るというこの単純な調整が，国際取引の現場における
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裁判管轄の必要に適切に応えているかという問題は残る。同時に， claimbased 

管轄と activityb踊 ed管轄との違いを規定形式と管轄範囲の広狭の違いにある

として，被告の履行行為が法廷地にある場合に管轄を肯定する範囲では両者は

重なると認識してよいのか，或いは，そもそもの裁判管轄の内実をなす実質概

念の違いも問題とすべきなのであろうか。 claimbased管轄と activitybased管

轄という対比概念をどのように理解すべきかの問題については3において改め

て検討したい。

2-3 不法行為の裁判管轄（10条）

2001年6月審議要約における不法行為管轄の規定案は次の通りである。

第 10条不法行為

1 原告は，次のいずれかの国の裁判所に不法行為に基づく訴えを提起す

ることができる

a ）損害の原因となった被告の行為（不作為を含む。以下この条において

同じ。）がされた国

b）損害が発生した因。ただし，責任を問われている者が，その行為に

よってその国で同様の性質の損害が発生することを合理的に予見できな

かったことを証明した場合は，この限りでない。

[2 原告は，被告が頻繁又は重大な活動をした国又は頻繁又は重大な活

動を向けてした対象国の裁判所に不法行為に関する訴えを提起すること

ができる。ただし，その請求がその活動から直接生じ，その固と被告と

の全体としての関係が被告をその国での訴訟に服させることを合理的な

ものとするものである場合に限る。］

[3 前二項の規定は，被告がその国で活動すること又はその固に向けて

活動することを避ける合理的な手段をとっていた場合には適用しない。］

[4 原告は，行為又は損害のおそれがある場合であっても，第1項の規

定に従って，訴えを提起することができる。］

[5 訴えがその固で損害が発生し，又は損害が発生するおそれがあるこ
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とのみを基礎として当該国の裁判所に提起された場合には，その裁判所

は，その国において発生し，又は発生するおそれのある損害についての

み管轄権を有するものとする。ただし，損害を被った当事者が当該国に

常居所を有する場合はこの限りでない。］

1999年 10月準備草案では2項以下は次のようなであった。

「2 前項b号の規定は，反トラスト法違反（特に価格維持又は独占）又は経済

的損失を加える共同謀議を原因とする損害には適用しない。

3 原告は，行為又は損害のおそれがある場合であっても，第1項の規定に

従って，訴えを提起することができる。

4 訴えがその国で損害が発生し，又は損害が発生するおそれがあることの

みを基礎として当該国の裁判所に提起された場合には，その裁判所は，そ

の固において発生し，又は発生するおそれのある損害についてのみ管轄権

を有するものとする。ただし，損害を被った当事者が当該国に常居所を有

する場合はこの限りでない。J

新旧の草案を比べると，旧2項が削除されそれに代えて新2項， 3項が提案

されている。その結果として旧3項4項が内容を変えずに新4項5項に移行し

ている。従って，実質的な変更は旧2項の削除と新2, 3項の追加ということ

になる。新2項は米国流のacti吋tyb槌 ed管轄であり，新3項は主としてイン

ターネット上の権利侵害に関わるディスクレイマーに関わる規定である。ディ

スクレイマ一等の手段による管轄回避の問題は米欧聞の対立問題としてではな

く調整が可能と思われるので本稿の検討の対象としない。また，第 1項に関し

ては変更は提案されていないが， 2001年6月審議要約において， eコマース及

び知的財産紛争の問題，新2項のactivitybased管轄の提案，及ぴ，ある国の憲

法問題との関連でなお検討の余地を残していることが注記されている倒。こ

の憲法問題との関連で検討の余地を残している固とは米国を指すものと思われ

る（21）。結局， 2001年6月審議要約に表れた不法行為の裁判管轄をめぐる米欧

聞の対立は，ヨーロッパ法系に伝統的な不法行為地の裁判管轄（第l項）に加

えて（若しくは代えて），米国型の activitybased管轄による新2項の規定を置く



［渡辺健之］ ヨーロッパの管轄ルールからみたハーグ管轄判決条約案と日本の立場 185 

べきかという点に絞られる。

2-3-1 草案10条1項はヨーロッパ型の不法行為地管轄の規定である。

プリユツセル条約5条3号も「不法行為又は準不法行為事件においては，損害

をもたらす事実が発生したか，発生する危険がある地の裁判所Jに不法行為の

裁判管轄を認めている。これは草案10条l項のaのみを規定しbを認めてい

ないようにも見える。しかし，ヨーロッパ司法裁判所は 1976年 11月30日

Bier/Mines de Potasse d’Alsace判決倒において，プリュッセル条約5条3項の

解釈として，隔地的不法行為の場合には原因行為地と並んで損害結果発生地に

も管轄が認められることを判示している。なお，この場合の損害発生地は直接

的な法益侵害の生じた地であり，そこから経済的損害が派生した地，いわゆる

派生的若しくは二次的損害発生地を含まないというのが確定した理解である

倒。そもそも被侵害法益が専ら経済的損害だけという場合には損害発生地に

管轄を認めるべきではないと制限する学説も見られる刷。

管轄要件としての損害発生地を制限的に解する傾向について，有力な学説は，

原告による管轄選択権と関係づけて説明する。原因行為地と損害結果発生地が

分離する隔地的不法行為の場合，原告がそのいずれかを法廷地として選択でき

る。損害発生地に第2次的な経済的損害の発生地も含ませる場合，被告住所地

原則に対する例外としてはあまりに広い選択権を原告に認めることになり，特

に第2次的な経済的損害の発生地は原告の住所地と重なることが多いので結果

的に原告の住所地管轄（forumacto由）を常に聞くに等しいと指摘する倒。ハー

グ条約準備草案1項bが損害発生地の管轄について加害者の予測可能性を要件

化して制限していることもこれと同じ視点に発したものと解することができる。

いわゆる損害拡散型不法行為の場合，出版物による名誉段損事件に関して

ヨーロッパ司法裁判所の 1995年3月7日の Shevill/PresseAlliance判例は損害

発生地の管轄は当該国で生じた損害の賠償に関してのみに限られると判示して

いる制。この Shevill法理が名誉致損以外の損害拡散型不法行為にも妥当する

かはまだ明らかではないが，この法理の合理性を forumshoppingの防止に求め

る観点、からは肯定的に考えられているようである問。そこにも原告による法

廷地選択の幅を拡げすぎることに対する懸念を認めることができる。
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条約準備草案旧4 （新5）項は，不法行為一般について Shevill法理を採用す

ることを明らかにしたものであるが，損害発生地に被告の住所がある場合には

全損害の賠償請求が可能としている点で修正型といえる。一方，プリユツセル

I規則は，プリユツセル条約を受け継ぎながらその EU規則化に際して She叫1

法理を条文化していない。この点でハーグ条約準備草案はプリユツセルI規則

より積極的と評することができょう。

ヨーロッパ型の不法行為の裁判管轄の基本的な特徴は次の点にまとめられる。

第lに，被告住所地原則に対する例外として厳格に解される傾向が強い。第2

に，不法行為の行為地に法廷地として裁判をなすべき原則的な密接関連性を認

めている。第3に，隔地的不法行為の場合には直接の法益侵害地にも被害者の

権利救済の視点から原告による選択を認めているが，第2次的損害の発生地に

まで拡張することは，原告の法廷地（forumactoris）の原則化を避ける視点から

否定的に解されている。

2-3-2 新2項は不法行為の裁判管轄を米国型の activitybased管轄と

して規定化したものといえる。米国型管轄システムの下ではこの場合も不法行

為の裁判管轄というより正確には不法行為事件の場合の対人管轄，特に spe・

cific j田isdictionの規定化というべきである。法廷地国内若しくはそこに向け

た被告の活動とそれから生じた損害賠償若しくは不作為の請求であることが中

核的な要件となる。管轄原因となる活動には不法行為それ自体も含まれるが，

むしろそれに至るまでに被告にその法廷地国の裁判権に服させるに足る法廷地

圏内の若しくはそこに向けた意図的活動があったかが重要な意味を持つ。従っ

て，原因行為地と損害結果発生地とが一致する単純な不法行為事件の場合は，

訴えがその行為から直接に生じているという条件が付される specificjurisdic-

ti onに関しては，原因行為地に管轄が認められる可能性は大きいと恩われる（28）。

この点で，ヨーロッパ型の不法行為地管轄との違いがはっきりするのは隔地的

不法行為，特に隔地的な製造物責任訴訟の場合であろう。 2001年6月の外交会

議においても，外国で製造された猟銃が米国で販売され，米国在住者がこれを

購入し，カナダで狩猟中に暴発して損害を被ったという設例が挙げられて議論

されたと伝えられている（29）。
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米国型activitybased管轄では，その猟銃の法廷地国での被告による販売活動

が，法廷地図に対する関係で被告の意図的なminimumcontactsと解される場合

には管轄が認められることになる。管轄権との関係では不法行為自体ですら被

告の法廷地州との minimumcontactsを形成する活動の一つに過ぎないのであ

る。この設例を挙げた意図はおそらく草案 10条l項のヨーロッパ型の不法行

為地管轄ルールの下では原因行為地でも結果発生地でもない米国には管轄が認

められない可能性が大きいという対比を明確する点にあったと思われる。しか

し， 1999年 10月準備草案の公式報告書は，製造物責任の場合，欠陥製品の製

造地の他に，その販売地若しくは購入地を原因行為地と解する可能性を排除し

ていない｛却｝。

2-3-3 1999年 10月草案の公式報告書は 10条1項に関して，管轄要件

としての不法行為地について条約上統一的な定義付けをせず各締約国の圏内法

若しくは国際私法の定める準拠法上の解釈に委ねるという立場に立つ。そこか

ら製造物責任の場合にも上述のような柔軟な解釈を許し得るとしている。これ

は被告住所地原則の例外として厳格に解釈をするヨーロッパ型の不法行為地管

轄jレールの特徴とは背馳するが，不法行為地概念は極めてフレキシブルなもの

となるであろう。ヨーロッパ型の不法行為地管轄ルールと米国型の activity

based管轄ルールとで，具体的な管轄判断の結論は変わらない場面も拡がり（31)'

あえて2項により被告の「頻繁又は重大な活動」を管轄原因に加える必要がな

いという方向に導き得るかも知れない。この手法により不法行為管轄に関する

米欧の違いは管轄原因となる被告の活動の広狭の差とまで縮められるのかも知

れない。しかし，同時にこれは安定し信頼できる国際的な判決の承認・執行シ

ステムという条約本来の機能に適合しているかという疑問を生じさせる。

仮に，このような解釈運用により個別の判断結果に調和を得ることができた

としても，それは表面的な結果に止まり，管轄ルール又はシステムとしては妥

協のあり得ょう筈もない根本的な違いがあることに変わりはない。比喰的にい

えば，ヨーロツパ型管轄ルーJレの実質的な主語は訴訟事件であって当事者では

ないのに対し，米国の activityb槌 ed管轄の場合，対人管轄という概念が示すよ

うにJレールの実質的な主語は被告である。不法行為管轄の場合は，不法「行為J



188 国際私法年報第4号（2002)

という要件概念がactivityに類似する点で共通性があるように見えるが，行為

という要件への評価の視角は全く異なる。ヨーロッパ型の不法行為地管轄にお

いては，主語としての訴訟事件と法廷地との場所的関連を評価すべき指標であ

るのに対し，米国型ルールの下では行為は被告と法廷地との関連性の指標であ

る。そこでの管轄概念が実は異なっている。例えば，ヨーロッパ型の場合に原

告と被告とを逆転させたとしても事件との関連性自体は変わらない。そこでは

損害賠償債務不存在の訴えを提起することの適切性という訴えの利益が問題と

なるにしても，場所的関連評価は変わらない。しかし，米国型のルールでは管

轄判断の主語は被告であり，原告と被告とを入れ替えた場合に，同じ管轄評価

が妥当するとは限らない。

制度の論理と構造が全く異なる二つの管轄システムを，その適用判断の結論

が一致する限りでのみ共通のシステムとして作動させるために，管轄原因に関

して条約固有の統一的定義を放棄し，各法廷地国の圏内法若しくは適用準拠法

による判断に委ねるという手法は，国際的な判決承認ネットの構築という条約

の本来の機能目的に照らすと，角を矯めて牛を殺すに類した対処といえるかも

知れない。

2-4 支店［及び纏続的商業活動］の裁判管轄と doingbusin舗 Sによる

一般管轄

2001年6月審議要約における支店所在による管轄の規定（9条）及びdoing

businessに基づく一般管轄をプラックリスト化する規定案（18条）は次の通り

である。 activityb鎚 ed管轄をめぐる議論はdo加gbusiness管轄のプラックリス

ト化の是非をめぐる議論と密接に関連するが， 9条 1項の修正対案はdo加g

business管轄と極めて性格が近いので18条の関連規定もここで併せて取上げ

たい。

9条支店［及び継続的商業活動］

I 原告は，被告の支店，代理店その他の営業所が所在する国［又は被告

がその他の方法で継続的な商業活動（reg叫arcommercial activity）を行っ
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ている国］の裁判所に訴えを提起することができる。ただし，訴えが当

該支店，代理店その他の営業所の活動［又は当該的な商業活動］に直接

関連している場合に限る。

[2 前項の適用上，法人は，その法人カ被告の子会社であるとの一事を

もって「支店，代理店その他の営業所」とはきれない。］

18条禁止される管轄原因

1 被告が締約固に常居所を有する場合において，他の締約国と紛争との

聞に実質的な関連がないときには，当該他の締約国の圏内法上定められ

ている裁判管轄権の規則の適用は禁止する。

2 特に，締約国の裁判所は，次の一つ又は複数の事項にのみ基づく管轄

権を行使してはならない。

[ ( e）当該国における被告の商業その他の活動。ただし，紛争が当該活動

に直接関係する場合を除く。］…・・

9条1項は1999年10月準備草案の通りで変更はなく，「その他の継続的な商

業活動」を付加する米国型の対案も日で示されている。 2001年6月段階で新

たに提案されたのは2項である。子会社の所在だけでは外国親会社に対する裁

判管轄は発生しないことを明文化する規定であるが，既に 1999年 10月準備草

案の公式報告書も l項の支店等に子会社も含むとして同趣旨を述べており，内

容について異論はないようである倒。ただ2項は本条の支店の裁判管轄が

alter ego法理によるのではなく，内国への業務拡張に注目した管轄であること

を間接的に示しているといえよう。

本条 1項に関して2001年6月審議要約はactivitybased管轄一般について適

切な場での議論が期待されると記している倒。その核心をなすのは doing

businessに基づく一般管轄（普通裁判籍的な管轄）のプラックリスト化問題であ

る。ブラックリスト管轄を列挙する18条2項中のeがこれに当たるが，米国が
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その削除を提案しているため口が付されている。米国はこの削除が容れられ

れば6条， 9条， 10条等のホワイトリストにおける activitybased管轄の規定

化について柔軟な姿勢をとり得るとしているようである倒。

2-4ー1 支店所在に基づく裁判管轄はヨーロッパ法でもドイツ法系モデ

ルであって（35），ロマン法系の管轄ルールでは本人の選択（副次的）住所の擬制

によっているとされる倒。ドイツ帝国民訴法（CPO）により住所とは別に営業拠

点を設けている被告に対する訴えを容易にするため，支店の営業取引に関する

特別裁判籍として採用された（37）。現行ドイツ民訴法21条1項は，「製造業，商

業又はその他の営業を営むために直接に取引をなすべき営業所を設置する者に

対し，右営業所の営業に関係する全ての訴えは右営業所の置かれた地の裁判所

にこれを提起することができる。」と規定している倒。この管轄は支店設置者

を被告とする訴えに限られ，その取引相手を被告とする訴えについては認めら

れない点で，訴訟事件を主語に置いたヨーロッパ型管轄法の中では特色ある管

轄といえよう。管轄の対象となる事件が不法行為訴訟か契約訴訟かも問わない。

この点では米国型の対人管轄に類似する（39）。

プリユツセル条約（現EU規則） 5条5号は，「支店，代理店その他の営業所

の業務に関する紛争については，これらの所在地の裁判所jの管轄を規定する。

この管轄に関するヨーロッパ司法裁判所のリーデイング判例は，管轄の要件を，

(1）国外に本拠を有する本体の拡張として継続的な外観を有する営業拠点で，

(2）独立した管理及び第3者と営業交渉を行う施設を持ち，（3）取引の相手方も，

国外の本体との法的な関係からその本体と直接に取引きする必要がなく，（4)

営業施設のある地で取引きできると認識できることと判示している（40）。支店，

代理店等は子会社も含み法人格の同一性を要件としていないが（41），例えばいわ

ゆるソール・エイジェンシーは外国本体に相当する製品供給業者の判断と方針

に服する者ではないので支店等には含まれない等の従属性判断（42），或いは，在

外本体の名で行った取引であることを要する等の取引形態（42），更に，単なる倉

庫は営業拠点とはいえない等の施設の形態など，個別判断の基準は多面的であ

る。

そこでは支店概念は，被告住所地の原則的管轄（プリユツセル条約2条）の例
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外の根拠をなすもので，特別な連結により得ることを容易に判別し得る明確さ

が求められている倒｝。実際には上記のような複数の要素が絡む多面的な考慮

を必要とし，又，法人格の同一性も必ずしも要件ではないが，支店と同視し得

る機能と外観を有することが重要視されている。

ハーグ条約準備草案の9条原案はこのプリユツセル条約5条5号と異ならず，

支店等の物的な営業施設の所在，及び，その営業施設の行う外国被告の営業に

関連した訴訟というこつの要件を核とするヨーロッパ型管轄の特徴を備えてい

る。

因みに，わが国の場合，民訴法4条5項が外国法人の圏内支店や営業所に普

通裁判籍を認めているので営業とは無関係に国際裁判管轄が認めらる可能性が

あり（45），他方で，民訴法5条5号の「事務所又は営業所を有する者Jという文

言から法人格の同ーを要すると解されており，国際裁判管轄に関しでも代理店

や子会社の所在は外国親会社に対する管轄の基礎とはなり得ないと解する傾向

が強い刷。圏内支店の業務関連性に基づき外国会社に対する国際裁判管轄を

肯定した判例はないようである。ヨーロッパ型とも米国型とも異なる奇妙な管

轄となっていることに気づかされるであろう。

2-4-2 米国型管轄の中でヨーロッパ型の支店の裁判管轄に最も近いの

は親子会社関係又はagent関係に基づく管轄であろう。外国会社が米国と直接

のcontactsを欠く場合でも，米国内で子会社やagent，その他の取引関係を介し

て活動している場合には，米国の管轄外にあるとは見ていない。しかし，裁判

管轄が肯定されるのは具体的にどのような場合か，親子会社関係やagent関係

だけで足りるのか，その他の取引関係（販売委託（dis刷butor）関係，フランチヤ

イズ関係等）の場合はどうか等の管轄要件について判例は多様である。国内会

社を外国会社の分身（alterego）と考えるアプローチと agentと考えるアプロー

チの二つに分ける説明が分かりやすいと思われる（47）。

alter egoアプローチの出発点は外国会社の子会社が管轄地に所在するという

一事では外国会社に対する管轄権を認め得ないとした Cannon判例にある制。

外国親会社が圏内子会社の株式を所有しているというだけでなく，子会社の業

務への支配や監督（dominationand control)により実質的に同ーの会社実体と認



192 国際私法年報第4号（2002)

められる場合に，子会社という分身（alterego）を介した内国での業務活動があ

るとして外国親会社に対して裁判管轄を肯定するアプローチである。法人格否

認の対象となるような法人格の形骸化までは必要としないが，実質的に同ーの

会社と見られる程度の支配とコントロールが要件とされている倒。

親子会社のような資本関係がない場合でも，圏内会社が外国会社のagentと

して活動している一定の場合に管轄権の行使を認めるのがagentアプローチで

ある。例えば，ロンドンのヒルトンホテルのパスルームで受傷した顧客が

ニューヨークで提起した損害賠償請求の事件で，厳密には子会社とはいえない

が全ヒルトンホテルの予約業務を一括して扱うグループ企業があり，英国ヒル

トンがN.Y.にあればその従業員が行ったであろう業務活動が行われていた

として管轄を認めた（則。また，オランダの航空機メーカーの製造した航空機の

貨物室で作業中に受傷した航空会社の従業員が提起した損害賠償事件でも，当

該の航空機を航空会社に販売したメーカーの完全子会社である米国会社を

agentに相当するとし，そのジョージア州での専属的販売代理店によるマー

ケッティングは同州に向けた意図的な関連を構成するとして，オランダのメー

カーに対する同州の管轄が肯定されている（51）。

agentは外国の本人の利益のために活動し，外国の本人もそれを認識して

agentの活動に支配とコントロールを及ぼしていることが必要とされている。

しかし，その具体的な内容や程度は微妙であり，例えばニュージャージー州民

が州内の旅行代理店で予約したイタリーのホテルに宿泊中の受傷事故による損

害賠償請求訴訟をホテルに対して提起した事例で，旅行代理店の勧誘により原

告がそのホテルの宿泊予約をした場合でも，ホテルが旅行代理店に一部の客室

についての優先的な予約枠を認めていたに止まり専属的な予約権限を与えてい

なかったこと，パンフレット類もホテルが直接に提供してはいなかったこと等

を挙げて同州の管轄は否定している倒。

この二つのアプローチは， alteregoアプローチが法人の組織運営面での従属

性に注目するのに対し， agentアブローチは業務関係上の従属性に注目する点

で異なる。その判断のキーワードはいずれも支配とコントロールであるが，そ

の具体的な内容や程度は明確ではない。販売提携関係等も含む点でagentアプ
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ローチによる管轄はヨーロッパ型管轄より広いといえる。

ヨーロッパと比べ米国判例に消費者紛争に属する事件が多いのも特徴的であ

る。ヨーロッパ判例が業者間の商事紛争事例を主とするのに対し，米国では外

国会社による圏外でのサーヴイス提供（旅行やホテル宿泊）に関わる消費者契約

の事例が多u、。

もう一つ特徴的なのはこの管轄に関しては米国法上general管轄と specific

管轄との違いが明確でないことである。法人の組織運営上の従属性を外国親会

社に対する管轄拡張論理の基礎とする alteregoアプローチの場合，管轄地との

関連も分身の存在という全般的性格のものであり，特定の個別取引から直接に

生じた請求に制限すべき必然性はない。しかし，例えば前掲のロンドンヒルト

ン判例はagentアブローチにより得る事案類型であったが，関連会社が所在す

るニューヨークでホテルを予約したという原告の主張がないとしてgeneral管

轄を認めている。そこではgeneralとspecificとの差はわずかであり，そもそも

この管轄類型全体を specificではなく genera』管轄と整理する教科書もある（問。

1999年10月準備草案9条にその他の継続的な商業活動（regularcommercial ac-

ti・叫ty）を付加する修正案は，この米国の agentアプローチに相当すると思われ

る。この9条修正案と 18条2項eが禁止する generaljurisdictionとの違いも，

活動が商業的か否か，及び，その活動と直接関連する請求か否かというに止ま

る。このわずかの差がプラックリスト管轄とホワイトリスト管轄とを分けるこ

とになる。

2-4-3 支店の管轄の制度的意義に関してはヨーロッパ型と米国型との

聞に違いはない。いずれも外国の被告が法廷地でその現地拠点を介して行った

営業活動から生じた請求に関する管轄で，その請求が契約訴訟か不法行為訴訟

かを問わない。ヨーロッパ型管轄でも被告を主語に置く点では性質的に米国型

に近い。

米国型ルールが法廷地国での営業主体に対する外国本体からの支配とコント

ロールを管轄の根拠とするのに対して，ヨーロッパ型ルールは法廷地固に支店

が所在する場合に限定する。しかし，その支店概念は同一法人格の拡張という

古典的観念を離れ，法人格の同一性にこだわらず代理店その他の営業拠点を含
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む方向に拡大されており，その基軸は支配とコントロールと表現することがで

きそうである。両者の違いはヨーロッパ型Jレールの核をなす支店が物的な拠点

施設を要件としている点に表れる。支店的外観及び物的施設を伴う営業拠点が

法廷地固に所在する場合は，米国型Jレールの下ではagentに相当し常に管轄が

肯定されると思われる。具体的な結果において違いが表れるのは，外国被告の

名称、表示もなく外観上支店とは見えない法廷地での営業に関連して生じた請求

に関してである。ヨーロッパ型Jレールではこの場合は支店の管轄を肯定し得な

いが，米国実務ではこの請求類型はかなり大きな意味を持っている。

米国判例には，外国製造者に対する米国消費者の製造物責任訴訟管轄と並び，

海外旅行や外国ホテル宿泊などの外国でのサーヴイス給付に関する類型の消費

者訴訟がある。この類型の事件を考えると，支店的な外観を伴う事例に限るか，

独立した旅行代理店等による単なる媒介斡旋事例も含ませるかの違いは小さく

ない。旅行代理店が複数の外国ホテルの宿泊予約業務を行っている場合，特定

の外国ホテル等の出先機関等の表示がある場合を除き，支店的外観を備えてい

るとはいえないであろう。しかしその地に外国ホテルによる agentを介した恒

常的な営業活動を認めることが可能な場合はある。例えば米国のー判例は，

ヴァージニア州の旅行代理店を介して英国の旅行会社の企画したヨーロッパ旅

行に参加した同州住民が，旅行中オーストリアで生じたパス事故による傷害に

ついて，同州で提起した英国旅行会社を被告とする損害賠償請求訴訟の管轄を

肯定し，被告は契約を動誘する代理機関をヴァージニア州に設置していないが，

そこの旅行代理店を介してその企画を宣伝することにより一般公衆から契約申

込みを得ており，公衆に向けた宣伝パンフレットを旅行代理店に送ることによ

り，明らかに同州で市場を開拓しそこから経済的な利益を得ることを意図して

いたと理由付けている刷。

この事件類型の管轄を条約上のホワイトリスト管轄とすべきかは実際的な関

心を引く問題である。 Gottwald教授は，支店の管轄に関する米国型対案によれ

ば継続的な商業活動に基づく管轄と認め得るが，ヨーロッパ型の支店所在によ

る管轄は認め得ないとされる倒。国際航空運送の場合にはモントリオール議

定書により被害者の常居所地で運送人がその地で運航し且つ支店等により営業
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を行っている場合に管轄が認められることを指摘し，航空運送以外の旅行サー

ヴイスの場合にもこの種の管轄の必要性は認めているが，支店の管轄の米国型

対案に対しては doingbusinessによる一般管轄をホワイトリスト化する危険が

大きいとして慎重な態度を取っている。

支店の管轄の場合，米欧の違いは契約履行地や不法行為地の場合のように先

鋭ではない。管轄を根拠付ける制度目的観を同じくするが，法廷地にある営業

拠点の支店的外観に注目するか，実質的な支配とコントロール関係に注目する

かという管轄原因構成に違いがある。その違いは規範技術的であり，外国在住

被告による内国営業を agent的従属性を指標として実質的に捉えようとする米

国型と，外観に表れた客観的要素により明確に画そうとするヨーロッパ型と対

比できる。ハーグ条約準備草案9条においても，適用基準の明確性を重視する

ヨーロッパ型に対し，実質が同じである限りは同じく管轄を認めようとする米

国型という基本的な対立図式が表れている。

3 まとめと若干の検討

これまで検討した個別管轄規定における原案・対案の対立若しくはその調整

は無前提に世界的な裁判管轄ルールとして検討されているわけではない。ハー

グ裁判管轄及び外国判決条約プロジェクト本来の目的・機能に適合することが

重要である。個別規定に関する調整として巧みであっても，条約本来の目的・

機能を妨げるルール化は採り得ないであろう。今回のハーグ国際私法会議によ

るこの条約プロジェクトの目的，特に条約の目標とする実質的機能をどう捉え

るかが問題となる。条約プロジェクトを米国から提案した vanMehren教授は，

判決の承認・執行条約が米国にもたらす利点として，判決の承認・執行に関す

る綾やかな意味での国際標準の形成，プリュッセル・ルガノ条約体制下で生じ

ている域外居住者に対する過剰管轄に関わる不平等の解消，判決の承認・執行

実務の明確化と簡易化の3点を挙げている倒。ハーグ国際私法会議の事務局

にあって 1999年10月準備草案起草に関わったKessecljian教授はこの条約企画

を端的に世界規模の判決ネット（worldwide judgment net）と表現している（57）。

一方，これまでの経緯を振返るとハーグ条約プロジェクトは 1999年 10月準
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備草案を境に企画として性質が若干変ったように思われる。機能的にはハーグ

条約プロジェクトは判決の承認・執行の国際的ネットワーク構想と，裁判管轄

に関する国際的標準ルールの確定というこつの性質の異なる企画を含んでいる。

初期にはこの中で直接管轄に関する国際的標準Jレールの方に重心があったとい

える。ミックス条約という方法の採択も米欧の管轄システムを調和させた裁判

管轄ルールの国際標準への第一歩を期待させていた。しかし， 1999年 10月準

備草案がヨーロツパ型をモデルとし米国流ルール化を排したことから，既に見

たような米国型の対案提起を招き，管轄ルール審議をめぐり米欧の対立が明ら

かになった。この段階から条約システムにおける裁判管轄ルールの統一の意味

と位置に変化が生じ，国際的標準ルールという積極的な理想ではなく，対立す

る米欧の管轄システム聞の妥協を探る方向に変化したと考えられるのである。

この変化は条約プロジェクトの基本的性格にも影響し，組合わされた二つの企

画目標の中で直接管轄ルールの標準化から，判決の承認・執行ネットワークの

方に重心が移動することになったと思われる。

これらを総合すると条約プロジェクトを現在の段階で象徴する目標は，先ず

世界的規模の判決の承認・執行ネットワークの構築であり，次に，直接管轄ルー

ルのハーモナイゼイションの縮小された目標として過剰管轄の抑制であると

いってよいであろう。そこで以下ではこれまで検討した個別管轄ルールの調整

が判決の承認・執行ネットと呼ばれるにふさわしいシステム構築を妨げないか

という点，及び， boingbusin田sによる一般的管轄のブラックリスト化が過剰管

轄抑制として必要Eつ妥当かというこ点に分けて検討しまとめとしたい。

3-1 判決の承認・執行条約における裁判管轄ルール

各国の圏内裁判所で行われた裁判の効力を国際的に拡大して国際民事紛争の

一回的解決を図ろうとする承認・執行の国際的ネットワークシステムにとって，

裁判管轄ルールをシステムに組込み，統一する意味は承認要件としての間接管

轄の判断を安定させ予見可能なものとすることある。そこで要求される裁判管

轄ルールの機能として重要なのは判決固と承認国とで同ールールに関する管轄

判断が区々にならないような一義的明確性である。もちろん条約の規定する裁
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判管轄が加盟各国の圏内管轄法上不当として排斥されることがないというルー

ル内容の実質的共通性も重要である。しかし，この実質的共通性は条約が規律

するルールの範囲を狭めて加盟国が共通して容認できる管轄に限ることによっ

ても維持できる。結局，条約上の裁判管轄ルールを起草する際に承認・執行シ

ステムとしての機能を重視する立場からは，加盟予定国聞の裁判管轄ルールの

内容を調整する場合にも管轄ルールとしての一義的明確性という要請を第一に

優先させるよう求めることになる。

判決国裁判所の管轄肯定判断が承認国裁判所によれば条約規定の解釈として

受容し難いというような多義的な解釈を生じる余地を最小化するルールが求め

られる。同じ管轄規定に関して判決国の判断と承認国の判断が異なるような

ルール化は，この種の条約の裁判管轄規定としては不適切である倒。この点で，

判決の承認・執行実務の明確化と簡易化という視点から見る限り，基本的に米

国型管轄システムは国際的な条約上の管轄規律のツールとして利用するには適

していなし、。国際的な判決ネットを構築する場合の優低基準としての適用判断

に際しての一義的明確性に欠けるからである。

米国の管轄システムは，米国コモン・ローという基本的な管轄観念を共通に

している米国裁判所聞でも，連邦最高裁による解釈コントロールを欠いた場合

に，統一的な管轄基準としての機能を果たし得ないであろう。米国型ルールの

ような弾力性と展開性に富んだ裁判管轄ルールを用いて国際的な承認・執行条

約として所期の機能を保とうとするならば，プリユツセル条約におけるヨー

ロッパ司法裁判所なみの強い解釈統一機能を備えた制度を必要とする。しかし，

ハーグ条約準備草案ではこれまでそのような解釈統一システムは提案されてい

ない。又，ハーグ条約プロジェクトが条約案作成時点ではどのような法制度を

有する国が加盟するか不明なオープンな条約モデルであることも考慮する必要

がある。管轄ルールの要件的な明確さは条約の所期の機能にとり特に重要と

なっている。

提案されている準備草案の下では内容的な具体性を欠く管轄要件は条約シス

テムの機能不全を招く危険がある。準備草案27条1項は承認に際して間接管

轄を一般的に審査するシステムを採用している（59）。同条2項は間接管轄の審
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査に際し，承認国裁判所は判決国裁判所が「管轄権の判断の基礎とした事実認

定に拘束されるJと規定する。従って，承認国裁判所は判決裁判所の管轄判断

における事実認定には拘束されるが法的評価には拘束されない。このようなシ

ステムの下では判断基準の具体性を欠く要件の採用は締約国聞での管轄判断に

大きな違いをもたらす危険を伴う。判決国が管轄を基礎づけ得る被告の「頻繁

且つ重大な活動」と判断した事実について，承認国裁判所は異なる評価を下す

ことが許されている。法的評価の不拘束により承認・執行の事前予測は実際に

は困難になるであろう。認定された事実の要件事実への該当性判断ではなく，

認定された事実に管轄を認めるに足りる程度の「頻繁且つ重要J性があるかと

いう評価判断は，評価基準となる法的価値の共通性を前提とし得ないオープン

な国際的な承認・執行ネットワークシステムの場合には，システム全体の機能

不全をもたらす危険が大きい。管轄ルールとしては避けるべき要件構成であろ

う。この点で先に検討した個別管轄ルールの調整はなお問題を残している。

3-1-1 先ず契約の裁判管轄の場合，具体的な対立点は契約の裁判管轄

の適用対象及び裁判管轄を認めるべき場所に関して生じている。ヨーロッパ型

原案（選択肢B）は，適用対象を物の引渡若しくはサーヴイスの提供又はその

双方を給付目的とする契約で且つ既にその給付の一部が履行されている場合に

限り，又，管轄地もその給付の履行地に限る。これに対して米国型対案（選択

肢A）は，適用対象とする契約の類型を必ずしも限定せず（特に第2案），場所

についても履行地に限らず契約の締結，契約に至る交渉や誘因行為等の pro-

motionの場所の中で被告の頻繁且つ重大な契約関連行為がなされたと認めら

れる地を管轄地とする。いずれに関しても原案の方が制限的であるので，基本

的には双方が内容的に重なり合う原案（選択肢B）を条約規定とする調整が簡明

である。

しかし， activitybased管轄システムの下では単に履行地というだけで常にそ

の場所に管轄を認めることはできない点が問題となる。準備草案6条のヨー

ロッパ型原案は，契約類型を物の引渡又は／及ぴサーヴィスの給付を目的とし

た契約に限定し，且つ，履行地で実際に給付の少なくとも一部が既に履行され

ていることを要件としている。従って，この場合の履行地は被告の履行が既に
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なされている点で，履行行為を activityと認める余地もありそうに思われるが，

米国の売買契約事例の多くでは単に目的物の引渡地であることは管轄を根拠付

ける充分な関連とは認められていないようである刷。この点を考慮すると，ホ

ワイトリスト管轄としては，選択肢Bの原案を基とした上で，履行地において

履行以外に被告の契約に関連した重要な活動があることを要件として付加する

方が適当と思われる。しかし，この要件付加は管轄要件の明確性を害する可能

性が強く，上述した視点からすると条約システムの潤滑な作動を阻害する可能

性が高い。従って，契約の裁判管轄に関しては，これを合意不能として条約上

の管轄から削除するか，米国が譲歩して選択肢Bによる管轄を間接管轄として

認める解決以外はないように，恩われる。

3-1-2 不法行為管轄の場合，適用対象に関しては原案と対案に差はな

く，管轄の場所的連結に関してだけ対立がある。いずれも加害者の活動を連結

の基本的な基準とするが，ヨーロッパ型原案が管轄を原因行為地及び結果発生

地に限るのに対し，米国型対案（準備草案10条2項）は被告が頻繁又は重大な

活動を行っていた地に管轄を広く認める一方で，結果発生地に関してはそこに

被告の頻繁又は重大な活動が認められない限り管轄を否定することになる。先

に紹介した米国の掲げる猟銃事故の例はこの差を端的に示している。

具体的には，製造物責任に関わる欠陥製品の販売地若しくは購入地が問題と

なるが， 1999年10月準備草案の公式報告書は不法行為地概念を拡張し，又は，

不法行為地の概念を締約国の圏内法によらせることで，これらを不法行為地に

含ませる余地を認めている。この同舟異夢的解釈手法を許すのであれば，そも

そも 10条2項の付加は必要なく，原案の規定化で足りるであろう。しかし，こ

れは管轄地としての不法行為地について条約独自の統一的解釈を放棄し，管轄

要件の明確さを犠牲にした調整である。条約上の統一的な管轄基準を設定しな

い手法が，承認・執行条約システムの機能をどのように阻害するかを考える必

要がある。即ち，この調整手法を間接管轄にも及ぼすのであれば承認・執行条

約システムはほとんど無意味になり，直接管轄に限る趣旨であれば，米国は単

なる侵害結果の発生地でそれ以外に被告の活動もない管轄国裁判所の判決で

あっても承認せざるをえなくなるであろう。一方，製造物責任に関しては製品
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の販売地，購入地も不法行為地と認める趣旨の特別規定を置く方向も考えられ

る。しかし，米国法は一回的な販売や偶発的な購入のみに基づき管轄を肯定し

ているのではなく，被告のその他の頻繁又は重大な活動を要件として付加する

必要があるが，このような付加的要件は契約の裁判管轄に関して検討した通り

採用し得ない調整である。結局，不法行為の管轄に関しでも全く内容的に重な

る調整は困難であり，明確性を維持しつつルール化を図るとすれば，原因行為

地と結果発生地が一致する単純な不法行為類型について不法行為地の管轄をホ

ワイト管轄とするに止め，それ以外は全てグレイ管轄とすることになろう。

3-1-3 支店の管轄に関しては，外国被告が法廷地に取引拠点を設置し

恒常的に営業を行っている場合，その営業関連訴訟については法廷地の裁判管

轄に服すべきであるという基本的認識において米欧聞に違いはない。そこから

対象とすべき訴訟が契約訴訟か不法行為訴訟かを問わない点，外国在住者を被

告とする圏内営業拠点の業務から生じた訴訟に限る点，管轄連結も支店所在地

である等の多くの点で一致が見られる。結局，違いは管轄原因の規定方法とそ

の結果としての対象事件の範囲の広狭に止まる。従って，基本的に規定範囲の

狭いヨーロッパ型の支店管轄をホワイト管轄とすることができる。米国型ルー

ルの下でもその全ての場合に間接管轄が肯定され得ると思われるからである。

問題は，米国判例上，外国被告の名称、表示等の支店的な外観を欠く営業から

生じた訴訟，特に海外旅行や外国ホテル宿泊などの外国でのサーヴィス給付に

関する消費者訴訟の場合に認められている管轄が欠落する点にある。このよう

な事例類型に管轄を認めることに反対すべき理由はないように思われる。しか

し，仮に米国主張のように支店等がない場合も被告の継続的な商業活動（regu”

lar commercial activity）を管轄原因に加える方向で準備草案9条の要件を拡張す

る場合，管轄要件としての「継続的な商業活動Jについて締約国により判断が

異なる可能性を生じ，先に述べた裁判管轄ルールの統ーを果たし得ないリスク

を生じる。更に問題は，そのために一般的に内国における拠点所在が不可欠の

要件ではなくなる結果， doingbusinessによる一般的管轄のホワイトリスト化

に繋がる危慎を生じる。この点で，この種の事件に関しては，むしろ条約準備

草案7条の消費者保護管轄によって解決する方が適切と思われる。外国におけ
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るサーヴイス提供給付を目的とした消費者契約における不完全履行による損害

賠償請求訴訟と構成することが可能と思われるからである。

もちろん被告の支店等の所在を要件としその業務に直接関連する訴えに限定

するというヨーロッパ型の原案による場合でも，国により支店概念にかなりの

幅があることは考えられる。しかし，支店としての外観を有する物的施設の所

在を核とする要件は，現在の商業上の営業形態の多様性を考えると，被告の継

続的な営業を要件とするルールに比べ造かに明確性で勝っているのであり，又，

承認・執行システムとして機能し得るだけの明確性も備えていると思われる。

総じて，管轄存否判断の具体的な結果の一致に注目する場合，単純な不法行

為の不法行為地，支店所在地の管轄に関してはヨーロッパ型管轄ルールに従っ

た判断は米国型ルールの下でも受入れられる場合は多い。しかし，契約の管轄

に関しては履行地のみを根拠とする管轄が米国法の下で受け入れられる余地は

極めて少ないと思われる。

3 -2 doing businessに基づく一般管轄はブラックリスト化すべきか

do加gbusinessに基づく一般管轄が国際的に過剰管轄と広く認識されている

かは問題である。ヨーロッパ諸国や日本からは過剰管轄と主張されるであろう

が， tagjurisdiction <61＇の場合とは異なり米国実務においては過剰管轄とは意識

されていないように思われる。むしろ先に概観したように米国管轄システムの

中心的な観念から派生している点で，一括して過剰管轄として禁止することは

米国の裁判管轄実務にかなり影響を及ぼすと思われる。米国の対人管轄におけ

るgeneraljurisdictionとspecificjurisdictionという区分は，ヨーロッパ型管轄

システムにおける普通裁判籍と特別裁判籍の関係とは全く異なる。 generalと

specificとは性質を異にするものではなく， specificは同じ論理に基づく特別な

拡張と捉えるべきである。この両者の関係についてはなお検討を要するが，一

方をホワイト管轄，他方をブラック管轄とするような区別が適当かには疑問が

残る。支店の管轄に関しでも先に検討したように継続的な商業活動に基づく管

轄と doingbusinessに基づく general管轄とは紙一重といえる面があり，一方を

ホワイトリスト管轄とする場合に他方をブラックリスト管轄とすることも実務
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上混乱を生じる可能性がある。特に法廷地圏内で外国ホテルを予約した内国顧

客のホテル滞在中の事故被害の賠償事例等については，管轄要件の構成知何に

よってはヨーロッパ型管轄システムにおいても管轄を肯定する余地はあり得る。

これに加え，この条約プロジェクトの核心的な機能目的が承認・執行ネット

ワークの構築に重点を移したと考える場合，ホワイトリスト管轄に関する調整

はその機能と直接に関連する問題といえるが，プラックリスト管轄に何を掲げ

るかはこの基本的機能に関わらない。直接管轄ルールの国際的なハーモナイゼ

イションという副次的な機能目的の一環をなすものと位置付けられる。その際

にこの条約プロジェクトがミックス条約システムを採用し，直接管轄ルールの

調整に関して緩やかな対応をしていることも想起されるべきである。

これらの事情を総合的に考慮すると，現時点でdoingbusiness管轄を一括し

てプラックリスト管轄とすることには慎重であるべきと考える。承認・執行

ネットワークの構築という目標と裁判管轄ルールのハーモナイゼイションとい

う目的とのバランスとして，ブラックリスト管轄も含め一挙に管轄Jレールの国

際的スタンダード形成にまで進むことには無理があると恩われる。プリユツセ

ル条約体制というダブル条約モデルの影響もあると思われるが，締約国が特定

された条約システムと加盟国が特定されていないオープン条約の立法環境とは

基本的に異なる。オープンな条約システムとしてハーグ条約準備草案の場合に

はそこから生じる限界があることを見極めておく必要があるように思われる。

ハーグ条約準備草案は国際裁判管轄Jレールの一般的な国際的標準化を目指した

プロジ‘エクトではなく，直接管轄に関するルール化は判決承認ネットワーク構

築のため鏡像理論を前提としたホワイトリスト管轄の明確化に重点を移さざる

を得ない状況にあることを考えるべきであろう。

3-3 a抗 B叫ybased管轄と claimba韓 d管轄という対比概念について

acti'吋tybased管轄と cla加 b箇 ed管轄という概念を用いての対比検討は 1999

年準備草案をめぐる対立を調整する段階で登場したように，恩われる。しかし，

これは主として管轄要件の構成方法の違いに控目した対比概念と考えるべきで

あり，米国型とヨーロッパ型の管轄システムの対立と相違を全体的に捉え切っ
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ているとは思われない。両者の違いはまだ正確には捉えられてはいないのであ

り，例えば米国型管轄システムは被告住所地主義原則に立っていないことを論

証し，両者聞の違いのより原則的な解明を試みる業績もある（62）。

両管轄システムの違いと比較については更に検討が重ねられる必要がある。

実際，米国型管轄システムの特に対人管轄権の基本観念にはまだphysical

power理論の残映が残っているように思われる。対人管轄は原理的にはなお裁

判所の被告に対する物理的な権限を核とし，法廷地管轄領域内に被告が所在し

ない場合，所在の擬制による拡張，更に領域内に活動ある場合にそこから生じ

た請求についての裁判権限という方向で拡張していると解することができる。

管轄判断の中核をなすのは被告を法廷地裁判権に服従させるだけの法廷地と被

告との関連である。ヨーロッパ型管轄システムの場合，被告住所地管轄を原則

とするが，その例外としての特別裁判籍では被告ではなく事件に対する法廷地

の裁判権限が中核をなしている。そこで中心的に考えられるのは，当該事件を

法廷地裁判所が審理処理することの正当性であり，事件と法廷地との関係が中

心をなすということができる。

この管轄原理の違いは管轄判断の方法にも及び，ヨーロッパ型管轄の場合，

事件と法廷地との関連を類型化し結晶させた管轄原因の存否判断という形で，

法廷地に当該事件の訴訟審理を行う場所的な適切性の評価を行う。これに対し

米国の対人管轄ルールにおける主語は被告である。米国型の管轄システムの下

でのmin加m contactsの基準は，事件審理に適切かという視点ではなく，被告

を裁判管轄権に服させるに足りるかという評価である。ここに法廷地との関連

という類似した観念を用いながら判断の性質の基本的な違いが表れている。米

国法では法廷地裁判所が事件の審理に適切かという評価はm血加国ncont配 ts

ではなく， forumnon conveniensの問題として処理される。

これらの米欧の管轄システムの原理的で且つ構造的な違いを考えると， ac-

U討もyb出 edとclaimbasedという対比のみによるのではなく，より原理的な検

討を要するであろう。しかし，国際的な承認・執行ネットのためのホワイトリ

スト管轄ルールの調整という前提の下では，管轄観念にまでさかのぼる原理的

調整は必ずしも必要とはきれない。管轄肯定の実質的範囲が一致する限りは，
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両者の管轄要件の構成が異なるに過ぎないとして調整処理を行うことができる。

その場合に claimbasedとactivitybasedという管轄の要件構成に関する対比概

念を用いて読替的調整が可能となる刷。しかし，その実質的範囲構成に違いが

生じる場面では規定形式上の調整では解決できない。両管轄システムの実質的

な部分にまで踏み込んだ調整のためには，管轄を根拠付けている視点の基本的

な違いをどのように考えるべきか，被告住所地主義をどのように評価すべきか，

米国型管轄システムは被告住所地の管轄を原則としていると見るべきか剛，

gene凶管轄・ specific管轄の関係と普通裁判籍・特別裁判籍の関係との対比検

討など，検討を要する問題は多い。

国際裁判管轄は一見したところ技術的色彩の強い法問題で，米欧の異なる管

轄システム聞の調整も可能と期待されていたが，その対立は実際には民事裁判

の正当性認識という根本的なレベルにまでさかのぼる問題であることを改めて

認識させられる。

4 おわりに一一日本法への示唆

ハーグ裁判管轄・外国判決条約の審議がどう落着するかは現時点では明らか

ではない。しかし，この条約プロジェクトが契機となり米欧の管轄システムの

比較分析が進みその違いがさらに正確に認識されるようになった。両管轄シス

テムの基本原則をそのままに保持しながら折衷的な国際的標準ルールを考え出

すことはおそらく体系原理から見て困難に思われる。いずれか一方の管轄シス

テムを全面的に受け容れるか，第三の国際的な新管轄システムを構築する他な

いように思われるが，いずれも容易ではなく相当の時間を要するであろう。し

かし，経済活動を始め様々な生活関係の国際化の進展は，その基盤をなす法的

インフラとして国際的な裁判管轄システムと判決の相互流通の促進を必要とし

ている。

以上の検討から筆者なりに捉えた日本の裁判管轄法制への示唆を記して結ぴ

に代えたい。

第lは，国際裁判管轄に関する圏内立法の対応が急ぎ求められているという

ことである。平成8年の民事訴訟法改正の際に国際裁判管轄の規定の新設も考
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えられたがハーグ条約プロジェクトの動向を見る必要があるということから見

送られたようである刷。

この条約プロジェクトにおける裁判管轄Jレールの意義は既述したように途中

でその性質を変え，国際標準ルールの設定という意味ではなく，対立する米欧

の管轄システム聞での妥協できる範囲で規定を置く方向に転換したと見られる。

完全な標準的管轄システムから妥協できる範囲での間接管轄の規律への方向転

換され，日本が期待していた国際的な標準的管轄システムが合意される見込み

は失われている。予想される条約上の裁判管轄Jレールは，裁判管轄システムと

しての完結性や原理的一貫性を欠いた妥協の産物で，圏内法としての国際裁判

管轄Jレールに求められる権利保護の過不足なき供与を当事者に保障するものと

はなり得ないであろう。条約審議の終結を待たず早急にわが国の国際裁判管轄

立法の検討を始めるべきであろう。

第2に，その場合，わが国の裁判管轄Jレールとして基本的にはヨーロッパ型

の立法が望ましい。同時にルガノ条約への加盟を検討することも必要と思われ

る。

この条約審議の経緯は米国管轄システムとヨーロッパ型との聞の折衷的な調

整が無理であることを示した。国際的システムとしても第三の新システムが創

設されない限り，択一的にどちらか一方によることになろう。米欧を比較する

場合，ヨーロッパ型は国際的な判決の承認・執行と一体化した国際的システム

として明らかに米国型より優れている。第一に管轄判断の基準が明確であり，

これまでの法解釈技術により存否判断を容易に予見することができると同時に，

鏡像理論を基本的原則とすることで承認・執行についての予見可能性を高いも

のとすることができる刷。第二に既に国際的な条約システムとしてプリユツ

セル・ルガノ体制という成功例があるのに対して，米国型管轄Jレールは米国コ

モン・ローという独自な法的風土を背景としており国際的な広がりに欠ける。

第三に米国自体がその圏内において民事判決の承認・執行権限の大部分が各州

の権限に属する連邦制度を採用しているため，国際的な条約システムに加盟し

た場合にも，その実効性に不透明さと疑問を残している。将来の国際裁判管轄

立法の基本方向として日本はヨーロッパ型システムを採用すべきであろう。特
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に国際的な経済活動の増大と活性化に伴う法的インフラ整備として，圏内管轄

立法の整備と並んで，国際的な判決の承認・執行システムへの加盟が重要な検

討課題となる。国際私法学会シンポジウムでも意見として表れていたが，ルガ

ノ条約体制への加盟を検討すべきであろう。

第3に，わが国の判例通説の採る「特段の事情Jの考慮を改めて検討する必

要がある。これは立法政策の問題ではなく現在の解釈論の問題である。

「特段の事情jに関しては，その肥大化が批判されているが，管轄要件の構成

における原理的な検討は必ずしも充分ではなかったように思われる。米欧の管

轄システムと比較すると，わが国の「特段の事情」考慮の構造的な特異性が際

立って見える。

米国型管轄システムの特徴の一つは被告住所地原則を基本としていないと考

えられる点にある。被告の利益は正当手続の保障に適った法廷地との最小限の

関連判断の中で考慮されており，個別事例毎に具体的な事実に即して衡量され

る例が多い。一方，ヨーロッパ型の場合，被告利益の顧慮は被告住所地管轄を

原則とすることで尽くされている。特別裁判籍は被告の応訴上の不利益を越え

ても，その住所地以外の法廷地で訴訟を行う正当性と必要性が認め得る管轄原

因のカタログである。従って，仮にそこに管轄を認めることが被告の利益に反

する個別事情があっても，原則的には既にカタログに掲げる段階で織込み済み

の問題として処理されることになる。それが故に特別裁判籍の管轄原因は厳格

に解釈され，解釈に際して被告の予測可能性が重視されているのである。

これらと比較するとわが国の管轄実務における特段の事情による被告の利益

の考慮の原理的な合理性には疑問がある。被告住所地主義の例外と評価した特

別裁判籍カタログを基にしながら，その上に重ねて被告の応訴上の利益を顧慮

し制限する抗弁を認めるに等しい構造であり，被告の管轄利益は二重に考慮さ

れるという管轄の極小化傾向が強い。原告に対する権利保護の機会の保障とい

う視点からは合理的なルール構造にはなっていない。

わが国では特段の事情をヨーロッパ型の基盤に fncに準じた裁量的却下を認

めた折衷的手法として評価する向きもある。しかし，米国判例における fncは

被告の利益保護を目的とした要件ではなく（それはむしろ法廷地との最小限の関
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連において考慮される），事件審理に適切な法廷地かという視点からの抗弁であ

る。 fncは構造的には複数の判断基準を内包する一種の聞かれた構成要件と理

解し得る。その判断基準は決して一般的抽象的な理念ではなく，代替的法廷地

の有無等の具体的な基準に整理されている。わが国における特段の事情の基準

として掲げられるのは裁判の適正・当事者の公平等の極めて抽象的理念であり，

fncとは理念も構成も似て非なるものというべきである。

実際にも，わが国の判例における特段の事情の判断は，米国判例の独特な利

益衡量的判示と比べ，事実を羅列した裁量判断に陥っており著しく説得力に欠

けている。米国型の要件構成はわが国の他の法分野における一般的な解釈手法

と異なる方法を強いるものであり，米国とは異なる法文化を背景とした法解釈

学の教育を受けた日本の法曹になじまないように思われる。

この報告がなされた国際私法学会のシンポジウムでも非公式な意見交換の場

でも，日本の条理解釈による裁判管轄の現状がヨーロッパ型と米国型のいずれ

に類似しているか，条約がいずれのタイプを採用する場合に対応可能かについ

て関心が高かった。受容可能性という方向での検討も必要であろうが，国際的

システムとしてどのような裁判管轄ルールが合理的かという視角からの議論が

多くなる日も待たれる。

(1) 米欧聞の管輔ルーJレの調和化という問題の他にも，この条約をめぐる米欧の対立

点は多くある。国際訴訟競合の調整，訴訟差止め請求の許否， forumnon conveni-

ensの許否等のいわば管轄権行使の調整手法の問題もある。これについては， Ste-

phen B. B凹 'bank“JurisdictionalEquilibration，廿1eProposed Hague Convention and 

Progress泊 NationalLaw" 49 American J. Comp. L.203に詳しい。この条約準備草案

をめぐる審議及びその経緯について，道垣内正人「『民事及ぴ商事に関する裁判管鞘

権及び外国判決に関する条約準備草案』を採択した 1999年 10月のヘーグ国際私法

会議特別委員会の概要」 (1）一（7完）国際商事法務28巻2-8号，同・「ミックス条

約としての国際裁判管鞘及び外国判決承認執行条約案の作成（上）（中）（下）Jジュリ

スト 1162,1163, 1164号，同・「民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決に関

する条約準備草案についてJジユリスト 1172号82頁，同・「ハーグ裁判管轄外国

判決条約案の修正作業」ジュリスト 1194号72頁。

＠） 道垣内正人「裁判管路等に関する条約採択をめぐる現況（上）」ジュリスト 1211
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号81頁

(3）道垣内・前掲ジュリスト 1211号82頁

(4) RolfW:噌 ter“DieBemilhungen der Haager Konfemz飴rInternationaes Pri四位echt

um e加 uberkommentiber die gerichtlich Zusぬndigkeitund ausl組曲cheEnt-

sche祖国igeninZi・叫－und Handelssachen＇’IPRax 2001, S.533f. (543）は，予断を許さな

い状態にあり，残されているのは妥協ができるかであるとしている。

(5) 米国法におけるjurisdictionと大陸法における国際裁判管籍とは，本文に述べるよ

うに，概念として異なる部分があるが，本稿では便宜上jurisdictionを裁判管絡ない

し管轄と表記している。

(6) 管轄領域内でのpresenceの他に， domicileも管轄の基礎となり，又，被告の同意

(consent）も管轄の原則的な基礎とされるが，本稿の目的からここではヨーロッパ

との対比するためpresenceのみを取り上げる。

（カ通過的滞在中の送達が管轄権を基礎付け得るかについては疑問とする意見もある

が，判例はこれを肯定している。 Burnhamv. SupぽiorCourt of California 495 U.S. 

6叫参照。

(8) Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall, 466 U.S. 408, 414-16 (1984) 

(9) Word-wide Volk阿噌enCorp. v. Woodson 444 U.S.286 (19.剖）及びAsahiMe凶 Indu・

sty Co.＇λSuperior Court of California, Solano County 480U.S.102 (1987）判例参照。

Specific jurisdiction e泊 tswhen a non-resident defendant purposefully establishes 

刷出numcontacts with血eforum state, the cause of action arises out of those con・

tacts, andj山isdictionis constitutionally reasonable. See Burger k加gCorp. v. Rudze-

wicz, 471 U.S. 462, 472, 476・77,85 L. Ed. 2d 528, 105 S. Ct. 2174(1985). 

00) 本稿で引用する条約規定案の翻訳はいずれも注(1）引用の道垣内論文による。

on履行地の確定をめぐるヨーロッパ司法裁判所の判例を中心とした分析は，長田真

里「義務履行地と国際裁判管轄j医大法学46巻2号 123頁が詳しい。

o~ なお， 2000年EU規則（プリユツセル I)の翻訳は中西康「民事及び商事事件に

おける裁判管轄及ぴ裁判の執行に関する 2000年 12月22日の理事会規則（EC)44 

/2001 （プリュッセル I規則）J国際商事法務30巻3号（2002年3月号） 311 -

318頁， 4号（4月号） 465 -470頁による。

03) 物の引渡と役務の提供をB的とする契約に特に履行地管轄を認めるJレール化はフ

ランス民事訴訟法46条に由来すると思われる。

04) Schack，“Entscheidungszus蜘 .digke.比 ineinem weltweiten Gerichtsstands-und 

Vollstreckungsubereinkommen”ZEuP.1998, S.933，この文献については国友明彦大

臨市立大学教授のご厚意により参照することができた。ここに記して感謝申し上げ
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たい。

05) Schack, ZEuP.1998, S.936 

Oc Peter Gottwald, "Internationale Zustandigkeit b沼氏“bisinessactivities”im geplan・

ten H踊 gerObereinkommen uber Zustandigkeit ind ausliindische Urteil in Zi'叫ーund

H釦 delssacchen＇’FS.Geimer(2002), SS.231-2日は，外国判決の承認に際して，条約

案27条l項により承認裁判所は判決裁判所の管轄判断の事実認定に拘束されるが

法的判断に拘束されない点を挙げて，両裁判所の認める管翰根拠が異なることは許

容されているとして，米国裁判所の認定事実がヨーロッパ側の承認裁判所の履行地

管轄要件を充足すれば，米国判決はヨーロッパにおいて承認・執行され得るとして

いる。

間 Burgerk卸gCorp. v. Rudzewics, 471 U.S. 462(1錦5)at 479 

08) A企amExpo此 Corp.v. Metallurgild Halypus SA, 772 F.2d. 1358 (7th Cir. 1985) 

帥 BurgerKing Corp. v. Ru也；ewics,471U.S.462(1錦5)at 476 

側 2001年外交会議要約 11頁

帥 RonaldA. Br釦 d，“DueProcess, Jurisdiction and Hague Judgments Convention”60 

U. Pitt. L. Rev. 661 (695）は、アルザス・カリ事件（Bier/Minesde Potasse d’＇Alsace) 

に関するヨーロッパ司法裁判所の判決（注21参照）が，原告の園芸業者の住所地

国オランダに，鉱津をライン川上流で流してしまい損害を生じさせたという以外に

何の関連も持たない被告であるフランスの鉱山会社に対する損害賠償請求について，

損害結果発生地として管鞍を認めたことを， WorldwideVolks W唱聞事件と比較し，

被告とされたニュー・ヨークの自動車販売業者に対して，そこで事故が発生したと

いう以外には何の関連もないオクラホマ州に裁判管轄を認めることになるとして，

米国法のdueprocessアプローチからは広すぎる場合があることを指摘している。

仰 N瓜i¥11977,493=RIW1977,356

側例えば，阻・opholler,EUZPR 7Aufl.,A此.5Rz. 77,Geimer/Scl泊.tze,EUZVR, A此.5Rz190・

192，ドイツでは BGHZ98,263=1PRax1988,159(140, Arnn. Hausmann），ヨーロッパ

司法裁判所の判決では， 1995年 9月19日の地rinari/LloydsBank判例（JZ1995,

1107 (Geimer) ) 

帥 Schwalz，“DerGerichtsstand der unerlaubten Handl山tgnach deutschem und euro-

paischem Zivilproze2recht”SS.159-162. 

伺 Kropholler,a.a.O. A比.5Rz.77 

帥 NJW1995,188l=ZZPint 1 (1鈎6),145，この判例について詳しく論じたものとして，

中西康「出版物による名誉鍛損事件の国際裁判管轄に関する欧州司法裁判所一九九

五年三月七日判決についてJ法学論叢 142巻5・6号181頁がある。
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問 Kropholler,a.a.O. A此.5Rz.76，但し，この Shevill法理自体に対して基本的に疑問

とする立場も有力である。例えばD噌 narCoester-Waltjen，“Intema位ona』eZusぬn-

digkeit bei Pers制 ichkeitsverle回mgen"FS. Schutze (1鈎9)S.175 

倒例えば， WorldwideVol.ks Wagen v. Woodson，姐4U.S.286 (1980）の事例で，一家

で引っ越しの途中にオクラホマ州を通過中に事故に遭遇した原告が，運転していた

自動車のニュー・ヨークに本拠を持つ販売業者ではなく，自動車事故の当の相手方

を被告として損害賠償請求を提起した場合，米国法の下でも事故地であるオクラホ

マ州に管轄ti帯、められる可能性は大きかったと思われる。

聞道垣内正人・前掲ジュリスト 1211号89頁

側 Offi.cialRepo此 p.59，道垣内正人・織固有基子訳「民事及び商事に関する国際裁

判管轄及ぴ外国判決の効力に関する特別委員会報告書（3)J国際商事法務29巻4号

478頁

CiO 例えば， Shevill；事件における英国の裁判管轄に関して，米国法の下ではフランス

の新聞が英国で販売されていたことを，法廷地国に向けた被告の頻繁又は重大な活

動として評価し得るかという形で検討されることになろう。ヨーロッパ型の場合に

は原告の被侵害利益としての人格権がそこにあると認め得るかという形で検討する

ことになろう。しかし，そこには判断結果が違いを生じる部分があるのであり，判

決承認・執行条約として有効に作動するかという基本的な懸念が残るといえよう。

倒 わざわざ明文規定化することについての懸念が一部にあるようである。道垣内・

前掲ジユリ 1211号槌頁参照。米国ではCannonMfg Co. v. Cudahy Pac.油 igCo. 267 

U.S.33 (1925）が早くからこの趣旨を明らかにしていた。その後の展開につき，江

泉芳信「アメリカ合衆国判例に見る親子会社の裁判管轄問題J『変動する国際社会

と法』土井輝男先生古稀記念論文集3頁以下，田中美穂「企業の進出形態と国際裁

判管轄J阪大法学47巻6号 189頁，同「企業の事業活動形態と国際裁判管轄」阪

大法学48巻2号 185頁以下を参照。

倒 ‘沼田町naryof位teOutcome of血eDiscussion in Commishion II of位teFirst Part of 

the Diplomatic Conference 6・20June 2001”p.lONo旬63

帥道垣内・前掲ジュリ 1212号90頁

伺 オーストリー管轄法（Jur包dictionsnorm)87条，わが国の民訴法5条5号

倒 Kropholler,EuZPR 7 Aufl., Art.5 Rz.88 

制 Stein/Jonぉ／Schum創m,ZPO 21Aufl. § 21,Rz.l,Geimer,IZPR.4Aufl. Rz.1443・1445,

vgl. Begiindung des Entwurfs, Hahn/Mugdan, Die Ge，阻ntenMaterialien zu den 

Reichs-Justizgesetzen Bd.2 Abt.1, S.1邸

側訳文は，法務大臣官房司法法制調査部「ドイツ民事訴訟法典Jによる。
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倒 ドイツ法上のこの管轄に関して，よく引用される「経済活動に携わる地で人はそ

の活動の正しさを問われてしかるべきだ」という標語（Schrader，“InternationaleZus-

ぬndigkeit”S.339）は，米国判例の論理に驚くほど近い。

帥 EuGH.22, Nov., 1978, C-33n8 (Sornafer/Saar Femgぉ）

削 SchotteI Parfums Rothschild, EuGH NJW 1988,625=RIW 1988,136=IPRax 1989,96 

(4~ EuGH 6, Oct. 1976, C-14n6 (de Bloos/Bouyer) 

帥 Geimer/Schutze,EuZVR, Art.5 Rz. 233 

帥 EuGH. 22, Nov., 1978, C・33.斤8(Sornafer/S祖 rFemgas），注側

帥学説には民訴法4条5項を国際裁判管轄の根拠とすることに批判的な傾向があり，

支店等の管轄によるべきとする主張は有力といえる。マレーシア航空事件について，

日本圏内の営業所との具体的な取引に限らず，抽象的に圏内営業所の取引範囲にあ

れば足りるとの解釈も示唆されていた。池原季雄「国際裁判管轄権」鈴木・三ヶ月

編『新・実務民事訴訟法講座7』25頁

帥東京地判昭和 62年7月28日判時 1275号77頁（アッテイカ号事件）は，同一人

物に実質的に帰属するこつのパハマ会社について法人格の違いを盾に取ることを認

めた判例であるが，その判断には賛成できない。同旨評釈として，斉藤彰・「渉外

判例研究Jジユリスト 942号 121頁。なお，ドイツ民訴法21条の解釈も基本的に

法人格の同一性を前提としているように思われるが（Stein/Jonas/Schumann,ZPO 

21Aufl. § 21 Rz.），国際裁判管轄に関しては， Geimer,a.a.O. Rz.1445は法人格の同一

性を要件としていない。

師 Born, "International Litigation before U.S.Courts 3rd. Ed人p.152による。

倒 Cannon Manufac同封ngCo.v. Cudahy Packing Co. (1925）は，ノースカロライナ州

の原告が同州裁判所に契約違反を主張してメーン州の被告を訴えた。送達は被告の

完全子会社であるアラパマ州会社のノースカロライナ支店になされたという事案で

ある。被告はアラパマ州会社の全株式の所有して支配し，別会社ではなく支店や部

門に対するのと実質的には同ーのやり方で，商業的かつ財政的にコントロールして

いるが，両者の帳簿は別であり，二社聞の全取引きは完全に独立した会社として記

帳される等，全ての点で別会社としての実体が認められる。これは「おそらく単に

形式的ではあるとしても，会社人格の分離は実際のことであり，純粋な作り物では

ないJとして，最高裁は管轄権欠如により訴えを却下した原審判断を支持した。

帥 H釘 ・gravev. Fibr曲 oardCorp. 710F.2d 1154 (5th Cir.1983）は，アスベスト被曝に

よる損害賠償訴訟の被告とされた一企業が同じくアスベストの製造・供給を行って

いた英国会社を引込む第三当事者訴訟を提起したという事例であるが，英国会社の

無管絡の抗弁に対して，同社が法廷地州内の既に解散したアスベスト製造会社の
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100%の株式を取得し1938年ー62年の関完全子会社としていたことが主張されたが，

裁判所は両社が実質的に同ーの会社であるとする程のコントロールがあった事実は

証明されていないとして管轄を否定した。

帥 Frummerv. Hilton Hotels International 281 Nヱs.2d. 41 (1967），原告がニューヨー

クでホテルの予約をしたとは主張していないので， general管轄として肯定されて

いる0

4i0 Cartw討ghtv. Fokker Aircraft U.S.A. Inc. 713 F.Supp. 329(N.D.Georgia 1988) 

開 Weberv. Jolly Hotels 977 F.supp. 327(N.J. 1997），被告の子会社が所在するニュー

ヨーク州に管轄の存否を審査するために移送した

帥 specificjurisdictionと整理しているのは， Born，“InternationalLitigation before 

U.S. Courts 3rd. Ed.”， pp.151・170，これに対してgeneraljurisdictionと類別するのは，

Silverman/Stein，“Civil Procedure質問ryand Practice”（2001)' p.101。実際にも，

軒町山nerv.阻ltonHotels Internationalの場合，原告がspecific管轄の主張をしてい

れば， general管轄とは異なる認定がなされたと思われる，前注帥参照。

帥 Carterv.百'afagerTour Ltd, 704 F. Supp.673,676 (W.D. Va. 1989) 

伺 Peter Gottwald，“Internationale Z田凶ndigkeitkraf出 isinessactivities’im gepanten 

Haager Dbereinkommen fiber Z国防ndigkeitund ausl加 discheUrteile in Zi・叫1-und 

Handelssachen”FS. Geimer(2002) S.246 

帥 Arthervan Mehren，“Re co伊itionand Enforcemant of Foreign Judgments; A new 

approrch for the Hague Conference？” Law and Contemporary Problems, Vol. 57 No.3 

p.278 

$~ 「国際法協会69回（二000年）ロンドン（連合王国）大会報告」国際法外交雑

誌99巻5号 109頁参照。

倒 Go伐wald，拍0.S.2日は，外国判決の承認・執行の条件に関して裁判所に幅広い裁量

の余地を認める条約システムは，主要国の圏内法に基づきかなり自由に認められて

いる外国判決の承認の現状に比べて，法的安定性を強めることにはならず特に進歩

をもたらすことにもならないと指摘する。

倒 EUのプリュッセル I規則の場合，原則として判決国の裁判管轄を承認国裁判所

が審査することを許さず，また，それが許される保険事件管轄，消費者保護管轄及

び専属管轄の違反の場合でも 事実判断に関して判決国裁判所の判断に拘束される

とするに止まらず，法的判断に関してヨーロッパ司法裁判所による解釈統ーが保証

されている。なお，プリユツセル I規則35条，プリュッセル条約の EU規則化につ

いて，中西康「プリユツセル I条約の規則化とその問題点J国際私法年報3号 147

頁以下参照。
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側 Casad/Richman，“Jurisdictionin Ci'司1Actions 3rd. Ed.”Vol.2 pp. 161・164

制前注（吟参照。

倒 Buchner,Bendikt“阻ager-und Bek!昭tenschutz加 Rechtder intemationalen Zus-

凶ndigkeit”（1998，百ib恒gen）が特に挙げられる。

鱒 Gottwald，踊O.SS.242,243は不法行為管轄と契約の管轄についてこの読替的な調整

が可能とする。私見は契約の管轄に関してはこれはできず，支店の管轄及び不法行

為の管轄に関しては部分的に可能と考えるものである。

倒 Buchner,aaO.S.48は米国管轄法上は被告主義の考え方は採られていないとする。

これまでの判例でforumnon conveniensを適用し管結権行使を否定した多くは被告

住所地法廷であったとしている（S.36f.）。

個 ジュリスト増刊 1999,11.『研究会・新民事訴訟法』 24頁，青山発言

側 米国型管轄システムの影響を強く受けた最近の立法例として韓国国際私法を挙げ

ることができる。国際私法第2条は「①法院は当事者若しくは争われている事案が

大韓民国と実質的な関連を有する場合に国際裁判管轄を有する。法院は実質的関連

の有無の判断に際して国際的な裁判管轄配分の理念にかなった合理的な原則に従う

ものとする。

②法院は圏内法の管轄規定を参酌し国際裁判管轄権の有無を判断するものとする

が，第l項の規定趣旨に照らして国際裁判管轄の特殊性を充分に考慮しなければな

らない。Jと規定する。第二項により民事訴訟法等の圏内土地管轄規定を基本として

解釈されると説明されているが，しかしこの規定自体から管轄存否や外国判決の承

認・執行の可能性について具体的な予見を導くことは困難と思われる。


